
水第１号 

 

水第１号議案 

   横浜市水道条例の一部改正 

 横浜市水道条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

   令和元年５月23日提出 

                 横浜市長 林   文 子 

横浜市条例（番号） 

   横浜市水道条例の一部を改正する条例 

 横浜市水道条例（昭和33年４月横浜市条例第12号）の一部を次の

ように改正する。 

 第35条第１項中第５号を第６号とし、第２号から第４号までを１

号ずつ繰り下げ、第１号の次に次の１号を加える。 

 (2) 指定給水装置工事事業者の指定更新手数料 

   １件につき 10,000円 

   附 則 

 この条例は、水道法の一部を改正する法律（平成30年法律第92号

）の施行の日から施行する。 

 

   提 案 理 由 

 水道法の一部改正に伴い、指定給水装置工事事業者の指定の更新

手数料を定めるため、横浜市水道条例の一部を改正したいので提案

する。 
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水第１号 

 参  考  

   横 浜 市 水 道 条 例 （ 抜 粋 ）  

                     上 段  改 正 案    
                    (下 段  現  行) 

 （ 手 数 料 ） 

第 35 条  手 数 料 は 、 次 の と お り と し 、 申 請 者 又 は 請 求 者 か ら こ れ を

徴 収 す る 。 

   （ 第 １ 号 省 略 ） 

 (2)  指 定 給 水 装 置 工 事 事 業 者 の 指 定 更 新 手 数 料 
 

   １ 件 に つ き  10,000 円 
 

 (3)  
   （ 本 文 省 略 ） 
 (2)  

 (4)  
   （ 本 文 省 略 ） 
 (3)  

 (5)  
   （ 本 文 省 略 ） 
 (4)  

 (6)  
   （ 本 文 省 略 ） 
 (5)  

   （ 第 ２ 項 省 略 ） 
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